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1.は じめ に

今日の中国では、改革開放政策の進展に伴ってあらわれてきた新たな生活機

会の獲得にかんする格差の拡大によって、家族生活の多様化が進行 している。

さまざまな格差の縮小をめざした改革開放政策が実施 されるようになって も、

階層間格差は依然存在 しており、そこから導 きだされ るさまざまな生活機会の

獲得にかんする格差は、実際の家族生活の動向に大 きな影響 を与 え続け てい

る。1980年 代にはいったん縮小傾向にあった農村部 と都市部の収入格差がふた

たび拡大 しはじめた。これに地域特性や改革開放以前から継続する階層間格差

の影響が加わることで、農村部と都市部との間だけでなく農村内部において も

改革開放によってもたらされた新たな生活機会を獲得できる階層とそうでない

階層との間にさまざまな格差が生じているのである。その具体的なあらわれと

しては、家族生活における生活経済の違いなどの諸現象を見出すことがで き

る(1)。これ らの現象から生活機会の獲得にかんする格差がどのような形で進行

しており、その結果どのような問題が生 じているのかについて、中国における

家族問題を調査対象地の一農村における家族生活の状況をもとに 「社会問題と

しての家族問題」として考察することが本論文の大 きな目的 となっている。

本論文のもとになっている家族生活調査は、面接調査 と面接以外の機会にお

ける調査対象地の住民からの聞き取り、および公表 されている統計資料の分析

という3つ の調査方法によって成り立っている。面接調査については、対象者

のほとんどが農業戸籍を有する農村でおこなったものである。今回の面接調査

は、筆者が現地入りしたのち村の有力者か ら紹介された住民を対象としている

ため、面接対象者の属性には片寄 りが生 じている。そこで、面接以外の機会に

おける聞き取 りや統計資料の分析結果と結びつけるかたちで調査結果の考察を
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おこなうことにする。このような考察から、面接調査で得られる諸事例が、現

代中国における社会変動が家族生活にもたらすどのような影響のあらわれであ

るのかの把握が可能 となる。

面接調査については面接時間の制約上、対象者が生まれてから現在にいたる

生活史を語ってもらうのではなく、主に2つ の点に絞った質問項 目を設定 して

面接をおこなった。

質問項 目の設定における1つ 目の重点は、家族生活における生活経済の実態

を把握できる内容を盛 り込むことである。これは改革開放政策が農村部から始

められたという経緯をふまえ、改革開放が第一に目指 した経済発展が家族生活

にどのような影響を及ぼ したかをとらえるための ものである。改革開放政策の

開始からすでに20年以上が経過 しており、現段階では改革開放が家族生活に与

えた影響に対する一定の評価が可能となってきている。各世帯における収入の

増減や耐久消費材の所有状況の変化などは比較的目に見えやすい形であらわれ

ることから、これらの実態 をとらえることで、経済的な豊かさを獲得するにい

たった家族生活 をめぐるさまざまな生活条件の変化を探ることになる。

2つ 目の重点は、家族生活においてどのような 「人的ネットワーク」(た と

えば親族関係や職場関係)を 活用 しているかを明らかにする内容 を盛 り込むこ

とである。面接調査では、対象者の過去の移動にかんする経歴や親族間の交流

およびその目的をとらえることで、個々の世帯 を超 えた生活関係 をどのような

形で築 き、改革開放によって もたらされた新たな生活機会の獲得に生かしてい

るかの考察につなげることにした。

質問項 目設定ための重点を以上のように2つ に絞ることで、時間的に制約 さ

れる面接からより多くの生活実態の把握が可能となるような調査を目指 した。

さらに本調査ではすでに述べたように、面接対象者以外か らの聞 き取 り(そ の

ために時間が許す限り調査地内を歩き回った)や 公表されている統計資料を活

用することで、調査対象地全体の家族生活をめぐる生活経済や生活関係以外の

生活時間や生活空間といった要素の把握 を試みた。その上で、今回の調査結果

における家族生活の変化(特 に改革開放以降の)が 、中国社会全体に見 られる

マクロな意味での格差拡大の実態 とどのように結びついているのかを示すこと

になる。
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2.調 査地の概況と調査の概要

(1)調 査地の概況(2)

調査対象地のH村 のある渚陽市は、中国東北部の中心都市であり遼寧省の省

都である。総人口は674.9万 人、その うち農業人口(農 業戸籍を有する者の人

口)は250.7万 人(人 口比で37%)を 占める。全国では農業人口のほ うが当然

多い(全 国の人口比で74.93%、 遼寧省でみても54.45%)こ とから、溜陽市は

戸籍区分からみると都市としての機能を担っているといえる。市全体の就業人

口は105.3万 人で、そのうち農林水産業に従事するものが70.1万 人(市 内人口

比66.6%)と 最 も多い。ついで工業従事者 が9.8万 人(同9.3%)、 サービス業

が5.3万 人(同5%)、 以下建設業と交通 ・運輸業がそれぞれ約4万 人と続 く。

年間総生産高(938.81億 元)の 内訳を見ると、藩陽市は東北部最大の工業都

市と呼ばれているとお り工業の生産高は366.81億 元で生産高全体の39%を 占め

ており、農林水産業の生産高は64.88億 元(生 産高全体の6.9%)に す ぎない。

また就業人口では5%し か占めていないサービス業が、生産高では全体の19%

(168.9億元)を 占めていることも注目に値する。全国的な就業人口の構成は農

林水産業が半分、残 りを工業 と商業 ・サー ビス業が分け合 う形になっている

が、生産高で見ると工業が約半数で商業 ・サービス業が約3割 、農林水産業は

約2割 という構成になる。農林水産業の従事者数が全国の比率より高いにもか

かわらず、総生産高に農林水産業が占める比率は逆に低 くなっているというこ

とからして、藩陽市における農業従事者と工業および商業 ・サービス業従事者

の間の一人あたり生産高に大きな差があることを読み取ることができる。

このような傾向はH村 の属するW郷 にも当てはまり、農業生産高は0.83億 元

と溶陽市内の142の 郷および鎮のなかで71位 に位置するのに対 し、工業生産高

は32億元で5位 に位置する。W郷 の一人あたり年間平均収入は4,076.9元 で市

全体の中で14位 であり、工業生産がW郷 の一人あたり収入を押 し上げているこ

とが推測できる。

H村 は市南部を管轄するD区 のなかにある。村は藩陽桃仙空港につながる幹

線道路沿いにあり、交通の便はよい。市街地から小型乗合バスで30分 程度、距

離にして約15キ ロであるが、郊外に位置 し周辺 は水田が広がる田園地帯であ

る。藩陽市内にある全耕地中に占める水田の割合は約25%で あるが、H村 の耕

地はほぼすべて水田であり、このことか らH村 は稲作がさかんな農村であるこ
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とがうかがえる。村の北部に用水路が整っているほか、地下水が豊富なため水

田のあちこちにくみ上げ用のポンプ小屋が散在 している。H村 は水利のよい稲

作に適 した地理的条件を有 しているのである。住民の居住歴 をみると長期間こ

の村に住んでいるものが多い。

以下のH村 の概況は今回の調査に協力 していただいたJ村 長や面接対象者か

らの聞 き取 りなどによるものである。外国人研究者が村 レベルの正確な統計資

料にあたることは困難なため、以下に示す数値はおおよその値 となっている。

村内人口約2,000人 のうち農業従事者は約4分 の1(5--600人)で あり、村

内の産業は農業だけではない。商業 ・サービス業従事者は農業従事者 と同じく

らいの人数を占めている。これはH村 が主要幹線 に面することから、貨物 ト

ラックの往来が激 しく、運転手向けの宿舎や修理工場、公衆浴場などの個人経

営の商業施設が多いためである。面接対象者の場合 も一定の農地を所有 してい

るが(農 地の使用権の所在については個人に帰する場合が多くを占めていると

推測 できる。詳細については3.考 察1を 参照)、 主たる収入は これ らの商

業 ・サービス業か らというものが大半であった。

面積で見ても村の総面積(約250ha)に 対 し、農地は約130ha、 商業地は約110

ha(宅 地面積を含む)と ほぼ同じ規模の面積であり、商業にも適 した立地条件

が村の経済的な豊か さを支えている。残る産業である工業の状況は、従事者数

でみ ると農業や商業 ・サービス業の半分程度(約300人)、 面積も約30haと 劣

るものの、年間生産高でみると農業の約6倍(約1,200万 元)と 大 きい。この

内容は先に述べたH村 が属するW郷 の状況(農 業生産高よりも工業生産高の方

が大きく、工業生産が一人あた り収入を押 し上げている)と 一致する。J村 長

はW郷 の郷政府か らH村 に派遣 された幹部として村内工業の発展に力を入れて

いるとのことで、現在村内には金属加工工場など15の個人経営の範囲を超 えた

郷鎮企業が育っているということであった。

これ らの概況から村内工業の発展が村の経済力を支えている様子がうかがえ

るが、行政サービスにかん しては さほど整備 されていない。村内の公共施設と

いえば村民委員会 ・共産党村支部の事務所 と小学校 ぐらいで、中学校や郵便

局、警察、病院は市内寄りの隣村にしかない。その他の生活基盤(ポ ンプ小屋

やそれにかかわる水利施設など)に ついては村が独自に整備 した公共的性格の

ものか否かは確認できなかった。村内に商店街といえるほどのものはなく個人

商店が点在 しているだけである。

以下、今回の面接調査の概要について整理する。
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(2)面 接調査の概要

【面接調査実施時期】

今回の調査は2000年10月 中旬から11月上旬にかけての約半月間、筆者がH村

にある簡易宿舎に単独で滞在 しながらおこなった(3)。

【面接調査対象1

現地入りしてから紹介された10人 の住民(長 期滞在者1人 を含む)。

【面接調査方法1

あらか じめ準備 しておいた家族生活にかんする質問項 目をもとに筆者がひと

りずつ口頭で質問する形式で、1回 につ き1～1時 間半かけて面接をおこなっ

た。なお各世帯への訪問による調査ではないため、ひとりの面接対象者から住

居を同 じくする家族構成員すべての情報を答えてもらった。10人の面接対象者

の選定は無作為ではなく現地での紹介によるのは、中国では現在でも外国人が

単独で社会調査 をおこなうことは禁止 されているからである。

【質問項目】

面接調査で扱った質問項目は以下のとおりである。

①世帯構造

全家族構成員の年齢、職業、就業地、月収入、戸籍、民族、学歴、結婚年

数、結婚形式、村内地位、出身地、十年前の職業、十年前の月収入の各項目

②家計状況(一 ヶ月あたりの生活消費支出)

食品、衣服、住居、生活用品、医療 ・保健、交通 ・運輸、文化 ・娯楽、教

育、その他の各項 目

③生活時間(一 日あたりの配分、平日と休 日を区別)

労働時間、生活必需時間、家事時間、娯楽時間(お よびその内容)の 各項目

④住宅 ・農地の所有状況

i住宅 住宅価格 もしくは家賃、十年前の居住状況、部屋数、築年数、水

道 ・トイレ ・浴室(温 水か否か)の 有無、使用燃料の各項目

五農地 面積、用途の各項 目

⑤家族生活における決定権の所在

支出管理、子どもの教育、老親扶養、家業管理の各項 目

⑥親族交流

夫 ・妻それぞれの父母および兄弟姉妹の所在、およびそれぞれとの交流頻度

とその目的

一22



調査の考察においては、面接調査で得 られた10人の事例を村の概況などと結

びつけることで、面接対象者の世帯を含むH村 における家族生活の営みに潜む

問題性に迫っていくという、事例研究法的な手法を取 り入れた。具体的には面

接調査のほか、調査地の概況で取 り上げたようなJ村 長からの聞き取 りによる

村の統計や、刊行されている公的な統計資料を活用するほかに、面接以外の機

会での村内における住民からの聞き取りや、実際に村内を歩いて得た人々の生

活実態も調査の考察に取り入れることになる。

なお考察においては、個別的な家族生活を社会全体を視野に入れながら構造

的に把握するという飯田哲也の見解([飯 田,1999])に 依拠 しながら、生活経

済、生活時間、生活空間、生活関係といった生活を構成する主要な要素を用い

ることにする(4)。

3.考 察1一 生活経済 を中心 に一

今回の面接対象者は10人で、年齢が一番若いZさ んは24歳 、一番の高齢者の

LYさ んは62歳であった。20歳 代、30歳 代、40歳 代が各2人 、50歳代が3人 、

60歳代が1人 と世代はばらついており、村長と他1人 を除 くすべての面接対象

者は農業戸籍を有していた。都市戸籍(非 農業戸籍)を 有するJ村 長は郷政府

の幹部としてH村 に派遣されており、またもう1人(LYさ ん)は 親族訪問の

ためH村 に長期滞在していた。世帯規模をみると夫婦と子ども(1～2人)の

核家族がほとんどで、Yさ ん世帯は三世代世帯を、Xさ ん世帯は四世代世帯を

構成 していた。
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表―1面 接対象者の属性

※戸籍禰の 「農村」 は農業戸籍、「都市」は非農業戸籍を指す。

面接 したすべての世帯の月収入は1,000元 代以上であった。W郷 の一人あた

りの平均月収入は約350元 であることから、今回の面接 した人々の世帯収入は

高収入層に属するといえる。その理由としては、すべての世帯で調理師やタク

シー業などの農業以外の職業も有 している、あるいは離農 して現金収入のみで

生計を立てているというように専業農家でないことがあげられる。

農地の所有形態について尋ねると、農地 をもつ世帯の面接対象者はすべて

「農地は自分のものだ」と答 えていた。ただし、面接対象者 中一番多くの農地

(40a)を もつLJさ ん(廃 品回収業 ・59歳)は 、「収穫 した米は国に買い上げ

てもらう」 と答 えており、使用権が完全に個人に帰す る場合ばかりではなく正

確には国家からの請負も含まれているものと思われる。他の世帯では、収穫物

は自家消費すると答 えている。H村 における農地の土地使用権の年限にっいて

は不明であるが、地域によっては70年 に延長されている場合 もあり、実質的に

は世代をまたぐ相続 ともいえる扱いが可能になってきている（5）。「農地は自分

のものだ」 というためらいのない答えは、対象者の意識において実際には使用

権に限定 されていても運用面では私的所有とかわらない現状が反映 した結果 と

考えられる。

面接調査の全対象世帯のうち3世 帯が営んでいたタクシー業は、自家用車が
一般に広 く普及 していない中国においては運転技能が高 く評価 されることも

あって高収入を得やすい職業である。タクシー業 を営み農地を所有 しないYさ

ん世帯とZさ ん世帯では、Yさ ん(52歳)が 調査対象中もっとも高い月収入

(5,000元)を 得ており、Zさ んの夫(25歳)は 若いため2,000元 であったが高
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収入であることにはかわ りない。Yさ んは面接対象者の中でタクシー乗務歴が

最 も長 く(20年)、H村 の タクシー業としては長期の経営といえる。同じくタ

クシー業を営むLXさ ん(29歳)の 世帯では、農地は所有するが収穫物はすべ

て自家消費用であり、収入は夫(31歳)の タクシー業によるもののみである

(月収入は4,000元)。Yさ ん世帯 とZさ ん世帯はともに夫のタクシー業による

現金収入のみで生計を立ててお り、妻は職を持たないいわゆる専業主婦であ

る。

なおタクシー業を営む3人 はすべてタクシーを自己所有 しており、個人経営

で運行 しているということだった。個人経営ではあるが、経営全般をすべて個

人で取り仕切っているのではな く親族関係といった 「人的ネットワーク」を自

らの経営に活用 している状況も見られた。例えばLXさ ん世帯の場合、夫 ・妻

双方の兄弟姉妹がタクシー業を営んでいることか ら、半月に一度ほどは自らの

経営を含め仕事上の相談 をお互いにおこない、経営のための情報交換の場 を

持っているということであった。個人経営の場合、被用と異なり経営上の判断

に必要な情報(例 えばどのルー トを通ることでよ り多くの乗客を獲得できる

か、給油や車両維持にかかわる費用をいかに安く抑えるか)を 得る機会が限ら

れる。最新の情報を得るためには同じタクシー業の仲間との情報交換が欠かせ

ないが、競争関係にある同業者同士の情報交換は容易なものではない。そこで

親族関係といった 「人的ネッ トワーク」を活用することで、より安定 した個人

経営を目指すことが可能 となるのである。

個人経営でない世帯の場合は、高齢のLJさ んの妻(59歳)を 除き、公務員

の夫(37歳 〉を持つLHさ ん(35歳)や煉 瓦工の夫(58歳 〉を持つLCさ ん

(56歳)、調理師のXさ ん(31歳)の 妻(29歳)は 農業を兼業 しており、収穫物

を自家消費することで食費の支出を抑えている。

ところで住民の移動の少ないH村 において、Xさ ん世帯やLYさ んの弟や妹

(面接調査では対象外)の ように、藩陽市南部の遼陽市から親族を頼 ってH村

に移住 し、稲作を中心 とした農業を営むような事例があった。Xさ ん世帯の場

合は12年前に親族の斡旋でH村 に移住してきた。またLYさ んの妹は、20年 前

に結婚を契機にH村 に移住 してきたことからその後弟も妹を頼りにH村 に移住

した。これは親族関係 といった 「人的ネッ トワーク」を活用 した移住の例であ

り、Xさ んの場合はさらに10年 後、Xさ んの母親がパー トとして勤めていた旅

館における職場関係を活用 して専任の調理師 として勤めるようになった。現

在、Xさ ん世帯は専業農家ではなくなっている。
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表―2家 計状況(一 ヶ月あたりの生活消費支出)(質 問項目②)

※平均は溜陽市農村部(1999年)の 一人あたり平均値(「藩陽年鑑2000」358頁 を月換算)

面接対象者の居住環境を調べると、Xさ ん世帯を除いてすべて住居を所有 し

ている(な かにはZさ ん世帯のように、結婚時に約5万 元相当の住居を親から

譲り受けた例 もある)。すべての住居で水道、 トイレ、浴室、プロパ ンガスが

整っており、住居にかける支出が少ない(6)。

表―3住 宅 ・農地の所有状況(質 問項目④)

※平均は遼寧省農村部(1998年)の 平均値(「藩陽年鑑2000」225頁)
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また子の養育にかん しても、すでに成人 していて独立 している、あるいは未

成年の場合も一人っ子であり、また親自身それほど高学歴を期待 していない、

などの理由により家計に占める教育費はさほど大きくない(1割 以下〉。ただ

し旅館を経営す るHさ ん世帯 は2人 の子どもを持ち(一 人っ子世帯ではな

い)、長男を市街地にある専門学校に通わせているため、家計に占める教育費

の割合が高い。経営のためにタクシー1台 を所有するタクシー業と違って、旅

館という大きな不動産を有 していることから、子に家業を継がせたいという期

待が少なからずあるはずである。このような状況が子どもに高学歴 を求めてい

ることにつながっていると推測できる。

子どもの教育に関連 して、夫婦の学歴 をみると一番若いZさ ん夫婦(夫 婦と

も高級中学(高 中)=日 本の高等学校に相当)を 除 きすべて初級中学(初 中=

日本の中学校に相当)と なっており、学歴が収入に与えるメ リッ トは見出せな

い(7)。有職者の10年 前の職業は農業だけの場合が多く、改革開放政策実施以

降、農業以外の新たな職業 とどのようにして出会ったかが収入に与えるメ リッ

トの重要な要因となっていると思われる。またXさ ん世帯やLYさ んの妹や弟

のように、藩陽市南部の遼陽市から親族 を頼ってH村 に移住 した例 もあり、学

歴など個人的な属性よりは親族関係や職場関係などの 「人的ネッ トワーク」の

ほうが、新たな生活機会の獲得に大 きく影響するものと思われる。

新たな生活機会の有無が家族生活にあたえる影響は、今回の面接対象者以外

の低収入層における家族生活の実態からも見出すことができる。村内の公衆浴

場に住み込みで働 く青年(18歳)の 世帯の場合、実家は改革開放開始以降も農

業だけで生計を立ててきたため、父母の収入水準に大 きな変化がない。13歳 の

弟を養うためには父母の収入(年 収2,000元)だ けでは十分でな く、彼の収入

(日給10元)は 弟の教育費に充て られているということだった。青年の収入は

青年の家族にとって、面接対象者の世帯のような、「人的ネッ トワーク」を活

用して獲得 した新たな生活機会を生かして得 られる収入の継続的な上積みとは

なっていない。弟の進学など、家族構成員のライフ ・ステージにあわせなが ら

これまでの生活水準を維持するための ものとなっている。このことからは改革

開放が進んでも家族生活において新たな生活機会を見出せないことで、子ども

の独立が難 しくなっている状況がうかがえる。この公衆浴場には他に2人 の青

年(男 女ともに1人 ずつ)が 住み込みで働いており、3人 とも就労の理由はほ

ぼ同じであった。

主として高収入層が対象 となった今回の面接調査とそれ以外の機会における
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聞き取りで得 られた生活実態を、収入や農業以外の職業の有無、住居や耕地の

所有などの生活経済 を軸に比較する以下のようにいえる。

H村 全体の生活実態は、改革開放の進展 に伴って生みだされた家族生活にお

ける新たな生活機会を生か して農業以外の家族経営を始めた家族は収入を確実

に増や して財 を築いている、という 「先富論」的な傾向で推移 してきていると

考 えられる。さらにこれらの家族は、親族関係や職場関係といった既存の 「人

的ネッ トワーク」の範囲内で新たな生活機会を共有 していることから、村内に

おける新たな収入階層 を形成 している。このような実態から、H村 内の家族生

活の営みにおいて、面接対象者のような改革開放の進展に伴って生活経済の要

素 を豊かにしている階層と、そうではない階層 との間の農村内格差の広がりを

認めることができる。面接対象者の世帯では経済的な豊かさに支 えられて、現

状においては各世帯内部での問題状況の発生 を抑 えながら日々の生活 を営んで

いるととらえることができる。

ただし家族構成員のみの個人経営 をうまく進めている今回の面接対象者(タ

クシー業や旅館経営)に あっても、家族構成員以外の出資者 を含むような経営

やH村 を超 えるような商圏の拡大 といった動 きは認められない。ただ生活経済

の要素が充実するだけでは、個人経営は大規模なものとして発展 しないのであ

る。その理由としては、生活経済以外の要素(生 活関係や生活時間、生活空間

など)の 影響が考えられる。

次章ではこれらの要素について考察す ることで、改革開放が進行 してもいわ

ゆる 「物質文明」の充実(家 族生活における経済的な豊かさを獲得す るにいた

る)の みならず、「精神文明」の充実をも含むような家族生活の発展段階(さ

まざまな生活機会 をより多く獲得 し活用 していくことで、民主的な家族生活の

営みが可能 となる)へ の移行が容易に進まない状況を考察 してい くことにす

る。

4.考 察2― 生活経済以外の要素か ら見る家族生活の実態―

前章での考察から、面接対象者の各世帯においては改革開放の進展に伴い家

族生活における生活経済の要素の充実が進み、経済的な豊かさが確保 されてき

た経過を認めることができた。ところで実際の家族生活を構造的にとらえる

と、生活経済の要素以外に生活時間や生活関係 、生活空間といった要素 も含 ま

れている。改革開放の進展に伴ってそれぞれの要素が総合的に充実 していけ
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ば、「物質文明」と 「精神文明」両方の充実による家族生活の翌酌 向上がもた

らされることになる。ただ し、それぞれの要素は各世帯の自助努力だけで充実

が可能なわけではない。生活経済ひとつ をとっても 「人的ネットワーク」の活

用によるように、世帯を超 えるつながりを持つことでその充実が可能となって

いた。ここではその他の要素についても検討を加えることで、面接対象者の属

する世帯の家族生活において将来的な問題性が潜んでいないかどうかについて

考察する0

生活時間にかん しては、質問項目の③において配分状況を調査した。質問項

目として当初、平日用と休日用を準備 した。 しか しながら面接を進めていくう

ちにこの区分は意味を持たないことが明 らかになってきた。なぜならば面接対

象者の家族生活における1週 間の周期には、休日というものがほとんど存在し

ないからである。調査時期が農繁期だったか らという理由もつけられようが、

タクシー業だけを営む世帯においてもほとんど毎日働 いているということで

あった。旧正月などのまとまった休日は当然存在するが、1週 間の うちに何日

休むという考え方は皆無であった。

したがって丸一日(あ るいは複数日)休 業 して買い物や旅行などで遠出をす

るといった事例は面接調査からは出てこなかった。生まれてからこれまで省外

に出たことがあるのは父親が軍人のため全国各地への移動があったHさ んのみ

で、その他は瀋陽市外にも出たことがないというものがほとんどであった。親

族もほとんどがH村 内あるいは隣村に居住 してお り、 日常生活における行動範

囲は決 して広いものではない。

休日を挟むことなく同じ生活パターンがほぼ毎日繰 り返 されるなかでの生活

時間の配分は、家計の主たる家計維持者である夫の場合、調理師のXさ んを除

き夜9時 までには就寝、6時 前後に起床 という型がほとんどである。唯一・廃品

回収業を営むLJさ んのみ夜間勤務であった。労働時間は8～12時 間で就寝前.

にテレビをみるといった娯楽時間を2～3時 間程度確保 している。家事につい

てはほとんどの場合妻に任せており、夫の家事時間は皆無に等 しい。
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表―4主 たる家計維持者の生活時間(一 日あたりの配分)(質 問項 目③)

※分単位の回答では ないため、1日 の合計が24時 間にな らない場合 もある。

生活空間にかん しては先に述べたように、面接対象者のこれまでの生い立ち

における行動範囲は決 して広いものではない。したがって日常的な生活関係 も

H村 内で完結する場合がほとんどである。就学前の子 どもを持つXさ ん夫婦や

Zさ ん夫婦の場合、農業や家事の繁忙期は子どもを近所に住む老親に預けるこ

とが多いという。また子どもがすでに結婚 しているYさ んやLCさ んの場合、

普段の楽 しみは孫の顔 を見ることと答えているように、息子夫婦が共働きして

いることもあり、老親が自ら進んで孫 を預かるという状況が見受けられた。

他方で老親扶養にかん して質問項目⑤(家 族生活における決定権の所在)を

尋ねたところ、ほとんどの子世代が親を扶養す る必要 を感 じていないと答え

た。理由としては、親世代(特 に父親)は なんらかの職業に従事しているので

家計は独立 しており子世代が金銭等の生活保障を与える必要はないため、とい

うものが多かった。この事実は、農業戸籍を有する者にはく単位 〉制度に守 ら

れた都市部のような年金 ・医療 ・教育のすべてを担う公的な 「社会保障」がな

いことから、老齢期を迎えても本人が死亡するまで働 きつづけなければならな

いということを意味する⑧。集団化時代には 「五保」と呼ばれ る、食 ・燃料、

衣、住、医療 ・介護、埋葬に対する保障を地元の負担で地元の経済力に応 じて

実施されてきた。しかしなが ら近年ではこのような機能は弱体化 してきてい

る。このような状況から、現在は親世代に対する扶養の必要を感 じないと答 え

ている子世代の意識が、今後 も本当に同様に維持 されるのかどうか、仮に維持

されたとして老齢期を迎える人々が本当に安定 した家族生活 を維持できるの
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か、といった問題が浮かび上がってくる。たとえ生活経済の要素が順調に充実

したとしても、それが体力的な衰えに見合った休養が得 られるような睡眠時間

や娯楽時間など、労働時間や生活必要時間、家事時間以外の生活時間の充実を

犠牲にしたものであるならば、改革 開放によって農業以外の経営 も含んだ形

の、いままでに経験 したことのない長期的な生活設計は破綻 しかねない。ま

た、今回の調査で見られたタクシー業 を営む世帯のように、完全に離農 して し

まっている場合、親世代は自らの土地使用権の相続 を前提に、例えば歴史的に

見れば 「養老田」の耕作のように、老親扶養につながる耕作援助を期待するつ

もりでいても、子世代にとっては自らが耕作しない場合も含め大きな負担とな

る場合も考えられる。仮に将来親世代が子世代に対 し自らの直接的な扶養を

頼ったとして、子世代にはそれに対応するだけの力が整っておらず、老親扶養

の担い手がす ぐに見つからないという現象も予想 されうる。

質問項目②(家 計状況)に おいて公的年金など 「社会保障」への支出を問う

と、そのようなものは農村には存在 しないという回答ばかりで質問自体が無意

味であった。現在中央政府は農村における社会保障制度の充実を政策に掲げて

いるが、H村 にかんしては瀋陽市内という地理的条件にもかかわらずまったく

整備 されていないことになる。これに関連して、調査地の概況でも触れたとお

りH村 には病院や診療所がない。 したがって簡単に医者にかかれ る環境にな

く、面接 したほとんどの世帯で月に100～300元 を薬代として消費 している(若

いZさ ん世帯 を除く)。 この額は生活用品の支出と同等かそれ以上であり、公

的な 「社会保障」の負担がない分、自らの健康管理に対する直接負担が大きく

なっていることがわかる《9)。直接的な老親扶養との兼ね合いで、今後金銭的な

負担が益々大 きくなっていくのかどうかについても、各世帯の自助努力では解

決しきれない問題性を有 している。

このように、農村における社会保障制度の整備がまだまだ不充分ななか、複

数世代が同居する家族における老親扶養の効果を評価する農村部の家族の実態

にかんする報告 もある(10）。ところがそのような世帯の構成をみると、個人企

業の範囲を超えるような経営をするなどして世帯全体の収入が相当高い水準に

あるほか、村内においてある程度の社会的地位をもつものが構成員に含まれる

など、「人的ネットワーク」の他に 「政治力ネットワーク」(村の幹部であると

いった公的な政治力とのつながり、あるいは改革開放以前から豊富な人生経験

を積んできているといった公的でない村の実力者とのつながり)を 兼ね備えた

構成になっている。結果として、改革開放によってもたらされた新たな生活機
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会 を有利に獲得できる条件が、これらの世帯にはより多く備わっているのであ

る。

したがって、複数世代が同居する家族を構成する目的としては、老親扶養の

効果を上げることとは別の、以下のようなものが考えられる。すなわち、家族

構成員のみの個人経営の範囲を超える経営をおこなうため、起業の際に重要と

なる許認可権などの公的な力や物資の納入を円滑に進めるための取引先を確保

するというものである。そのために、親族関係を強化につながるような複数世

代の同居をおこなうことで、「政治力ネットワーク」のような、同 じ世帯内で

も世代によっては必ず しも持っているとは限 らない条件を集約 し、効率的に運

用することにつながっているのではなかろうか。今回の調査対象者のような場

合は、親族関係を中心とする 「人的ネットワーク」の活用によってある程度の

私有財産(住 居など)は 築いたものの、「政治力ネッ トワーク」とはさほど関

係ない場合は複数世代が同居するような世帯を築 く必要性がないことになる。

そのため、現段階では子育てと老親扶養が世代を超えて継続する 「フィー ド・

バ ック型」扶養の必要性 を差 し迫ったものとして感 じる可能性が低い(11}。そ

の結果として世代ごとに分離 した各世帯において、それぞれの家族生活の維持

し向上を目指すところまで しか発展 しないという見方もできる。

では、「人的ネッ トワーク」の活用の範囲内で家族生活を営んでいる調査対

象者の、家族生活の特徴についてさらに詳しく見てみることにしよう。子育て

にかんしては親世代を頼 りにして労働に専念するという、親子のいわば縦の関

係(た だし親から子へという一方的な流れであるが)を 活用する状況が面接調

査から浮かび上がってきたが、職業にかん してはタクシー業 を営むLXさ んの

ように兄弟姉妹といった同世代の横の関係を活用する状況が見出せ る。また先

にふれたように、Xさ ん世帯やLYさ んの弟や妹は、結婚などを機にすでにH

村に移住 していた親族 を頼 ってH村 に移住 している。

これらの面接対象者の生活史から 「人的ネッ トワーク」を活用して個人経営

を充実させていくという、新たな生活機会の獲得 を積極的に進めている側面 を

見出すことが可能である。他方で、長時間かつ長期にわたる労働や社会保障制

度の未整備 といったH村 の状況から、既存の 「人的ネッ トワーク」 を離れてH

村の外にまで商圏を拡大する、あるいはより高収入が見込まれる都市部での生

活を模索するといったことは リスクが大きく、またその機会 を見出すこともで

きない現実も存在する。

今日の中国では、農村から都市に向かう 〈民工潮 〉とよばれる出稼 ぎが人口
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問題としてしばしば取 り上げられるが、今回の調査においてはそのような現象

は認められなかった。行政区上は藩陽市という大都市に属し、しかもその近郊

農村 という地理的条件からすれば都市中心部への流入は容易なように思える。

しかしながら実際には、他の農村からの流入が若干は認められたものの、大き

な人口移動は認められなかった。親族関係に頼る既存の 「人的ネットワーク」

を超 えて、例 えばJ村 長がH村 内で推進する個人経営の範囲を超える経営を始

めるためには、融資や操業にかかわる許認可を得るために幹部との人脈といっ

た 「政治力ネットワーク」が既存の 「人的ネッ トワーク」とがつながっていな

ければならない。今回の面接対象者で個人経営をおこなっているものにおいて

は、既存の 「人的ネットワーク」 と 「政治力ネッ トワーク」がつながっている

事例は存在 しなかった。

また一般に農業戸籍から非農業戸籍(都 市戸籍)へ の転換は難 しいため、藩

陽市内の大学に通ったことで都市戸籍 となったYさ んの息子以外に都市部への

移住 ・起業といった事例 も存在 しなかった。大都市の近郊に位置 しながら稲作

を中心とした農業と商業 ・サービス業を組み合わせ ることが可能で、さらに機

会があれば個人経営を超えるような農村内工業 を始めることも可能な経営環境

が、人々の農村外への流動性をさほど増大 させていない。H村 では農村部独自

の発展が可能なため、農村と都市の二元構造にもとつ く地域間格差 が温存 され

る形で、村内における改革開放にともなう経営の自由度の拡大が進んできた。

しか しながら面接対象者のような 「政治力ネットワーク」 を組み込めない世帯

では、生活空間の広が りにやがては限界が生 じることで新たな生活機会の獲得

が困難となり、現状の安定 した家族生活が今後 も維持 されなくなる可能性があ

る。

これまでにおこなった面接対象者の世帯における生活経済以外の要素の考察

から、改革開放の進展に伴いすべての要素が相乗的に充実 してきていない実態

が浮き彫 りとなる。具体的には生活経済の要素が充実 してきたにもかかわら

ず、労働時間が一日の生活時間の多くを占めている、あるいはH村 の外への商

圏の広がりや移住が困難なことで生活空間に大きな変動がない、という実態の

ことである。

このような実態から、家族生活をめぐる以下のような問題性を見出す ことが

できる。面接対象の世帯では、「人的ネットワーク」の活用することで改革開

放の進展に伴 う新たな生活機会の獲得 をおこない、生活関係については一定程

度の広がりを持続 してきた。 しかし 「政治力ネットワーク」との結びつ き如何
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によっては、生活関係の広がりにもやがて限界が出てこよう。将来的には新た

な生活機会の獲得に差がつくことで、各家族の自助努力では解決できない型の

家族生活をめ ぐる諸問題が発生することも予想される。「物質文明」 と 「精神

文明」がともに充実するような家族生活の発展を目指すためには、家族内部の

問題 としてとらえるのではない家族問題に対する見方の確立が必要 となるので

ある。

5.お わ りに― まとめ と今後 の課題―

面接対象者の各世帯は、H村 の地理的条件や各産業の発展度を巧みに把握 し

ながら改革開放によってもたらされた新 しい生活機会をうまく取 り入れて経済

的な豊かさを確保 していた。 さらに現状において世帯内に限られるものの安定

した家族生活を確保 していたことから、現状においては大きな問題状況は見出

せなかった。 しか しながら、H村 の概況や統計で得られた藩陽市内のH村 以外

の農村や都市部の状況、面接以外の機会における聞き取りなどから得られた生

活実態 とをあわせて総合的に考察することで、村内における他の世帯や階層 と

の間の家族生活をめぐるさまざまな問題状況や長期的に見れば大きな問題 とな

るであろう内容を含む生活の営みなど、いわば 「社会問題 としての家族問題」

が浮かび上がってくるのである。

H村 の概況から、稲作が可能な肥沃な農地が広がり都市を結ぶ幹線道路沿い

位置するというH村 の地理的条件が、改革開放による諸策の効果を他の農村よ

りも効率的に引きだす潜在的条件になっていることがわかった。さらに、他の

農村 よりも経済発展において有利な地理的条件と改革開放による諸策を組み合

わせつつ、「人的ネッ トワーク」や改革開放以前から継続する階層間格差に由

来するような 「政治力ネッ トワーク」をも利用できるか否かが、家族生活にお

けるさまざまな要素を総合的に充実 させることにつながっていると考えられ

る。

面接対象者の多くの世帯で、このH村 の地理的条件から導きだされる地域間

の格差 を活用することに成功している。地理的条件を生かしながらタクシー業

などのサービス業の個人経営に成功 している世帯では、農業はすでに副業 と

なっている。さらに移住の情報や経営状況の情報 を、「人的ネッ トワーク」 を

活用して交換することで、改革開放にともなう新たな生活機会を獲得する動 き

も見出された。
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ところが面接対象者以外の事例では、「人的ネ ットワーク」を持たない世帯

では純農業経営を統けるのみで、収入を増やすためのきっかけを見出すことは

難 しい状況にある。新たな生活機会の獲得の有無が、現状におけるH村 内にお

ける世帯間の収入格差の拡大に影響を及ぼ しており、村内には不安定な家計運

営を強いられる世帯 も存在 している。ここから現状のH村 内部の格差によって

引き起 こされる型の家族問題の存在 を見出すことができる。

さらに、面接調査からは 「政治力ネットワーク」を活用した個人経営の範囲

を超 える経営は見出せなかったものの、H村 のなかではそのような経営による

農村内工業が発展 していることから、階層間格差の拡大傾向をとらえることが

できる。面接対象者においては、個人経営の範囲を超える経営を起業する機会

をもってお らず、現状では 「人的ネ ットワーク」を活用 した個人経営 によっ

て、世帯内の収入水準を引き上げに成功 してきている。ところが、世帯外の親

族との関係に目を向けると、現状においては老親扶養の必要を感 じないことか

ら居住や経営などに、世代間の格差の広がりが確認できた。

この居住の分離という現象に対 しては、それぞれの世代においてある程度の

収入が確保できるからこそ可能であることから、世代間格差の広がりは家族生

活の質的向上に影響をおよぼ した結果、と肯定的に評価することもできる。他

方で世代間格差が広がることで、いったん世代間の生活関係 が分離す ると

「フィー ド・バ ック型」扶養のような相互的な交流が少なくなる、という否定

的な評価 も出てくる。この世代間の格差 を各世帯の自助努力によって克服 しよ

うと試みても将来的には限界がでてこよう。なぜならば、面接調査において明

らかになったように、各世代に共通するような 「社会保障」を確保する制度が

整備 されていないからである。現状においては親からも要請 もないことから、

改革開放の進展にともなう新たな生活機会 を子世代においてのみ活用するだけ

で十分であるが、かつての集団化時代 とは経営のあり方が変わっているので、

将来的な親からの要請を見越 した経済活動 を現状においても取 り入れる必要が

ある。 しかしながら 「社会保障」を確保す る制度がない現状で、老親扶養のす

べてを親子関係に求めることは将来的な負担があまりにも大 きすぎる。

このような問題が生 じるのは、戸籍制度などによる農村 と都市の二元構造が

中国社会 において、いまだ大 きな影響を与え続けているためである。その結

果、改革開放の進展に伴 う家族生活における生活経済の要素 も世帯によって不

均等に充実 してい く状況が、今回の調査か ら見出せる。すなわち個々の家族の

努力、あるいはH村 だけの発展のみでは解決できない型の、改革開放の 「負の
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影響」がもたらす全国的なさまざまな格差に起因するような、将来に渡る 「社

会問題としての家族問題」の存在が明 らかになってくるのである。

H村 の概況や地理的条件 をもとに村内の家族生活は一見すると、家族生活を

めぐる諸問題は一連の経済発展によってやがては克服 されるように思われる。

しかしながら面接調査を進めるにしたがって 「社会保障」の未整備状況のよう

な、戸籍制度にもとつ く農村 と都市の格差が今なおH村 の家族生活の営みに大

きな影響 を与 えていることが明らかになってきた。H村 では農村独自の発展が

可能な状況で あるがゆえに、収入や世代、「人的ネッ トワーク」や 「政治力

ネッ トワーク」の度合いに応 じて改革開放に伴 う新 しい生活機会を獲得できる

層とできない層の階層分化が進むことが予測 されることから、将来に渡ってす

べての住民にとって諸問題の克服が可能な生活条件が整 うことがないという可

能性がH村 には潜んでいる。

今日の中国における家族問題は、このようなH村 における家族生活の実態か

らしても家族内部の問題としてとらえるだけでは将来に向けた解決策を導き出

すために必要な状況把握 とはなりえない。むしろ、改革開放以前か ら継続する

ような社会構造の諸特徴や社会的な諸制度の影響によってもたらされるさまざ

まな格差が引き起こすような、「社会問題としての家族問題」としてとらえる

必要が出てきているのである。そのためには、今回の調査結果のようなミクロ

なレベルの実態 を、改革開放にともなう地域間格差の拡大がもたらす今日的な

要因のほかに、戸籍制度の影響や階層間格差の存在などの改革開放開始以前か

ら継統する要因との関連 もあわせて考察する必要がある。

そのためには、今回の調査について考察に際 し、不充分な点がいくつか指摘

できる。第一に、J村 長が推進する個人経営の範囲を超 えるような経営をおこ

なっている人々の家族生活の状況 を聞き取 ることである。家族構成員のみの個

人経営からどのようなきっかけで 「政治力ネッ トワーク」を取 り込んでいった

のか、「政治力ネットワーク」の内容 を明 らかにす るためにも詳細な調査が必

要となる。改革開放開始以前から継続する階層間格差の拡大が、家族生活の営

みに及ぼす影響を実証的に検証するためには、このような階層におけるミクロ

な家族生活の実態 を把握することが重要 となる。

第二に、今回の面接対象者のなかで、親世代に対する扶養の必要性 を強 く感

じていないことにかん して、それが将来にわたって継統するのかどうかを明ら

かにすることである。なぜならば 「フィー ド・バック型」扶養という家族にお

ける扶養機能が改革開放の進展によってどのように変化 しているのかの考察
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が、今回の調査では仮説の域 を出ていないからである。また戸籍制度の区分の

影響で、農村部の 「社会保障」が今なお未整備な状況であることが家族生活に

おける扶養に与える影響を把握することは、全国的なさまざまな格差の解消を

めざす現在の政策の不充分な点を明らかにすることにもつながる。

今後は、これ ら今回の調査で不充分な点を反省材料にした研究の継続が必要

とされる。その際、ただ調査地点の地域特性のみの把握にとどまらないことが

重要となる。「社会問題 としての家族問題」という見方 をもとに、改革開放が

家族生活にもたらす影響を中国社会全体の問題として把握することで、家族研

究を通 じた今後の中国の社会発展に対する諸課題の提示につなげていくことが

可能 となる。

注:

(1)生 活経済の違 いの 内容 と しては、教育 費や医療 費 とい った 「社会保 障」にかん し

て、一般 的には各家庭へ の負担増 が進んでい るが、収入の低 い階 層 に属 す る家庭 ほ

ど少 ない収入か ら従来 は集 団によって まかなわれて きた費用 を捻出 してお り、その

額 は高 収 入層 に属 す る家庭 と比較 して大 きな差 が生 じて いる こ とが挙 げ られ る

(例:地 域住民の寄 付 によって運営 され る 「希望 小学校」の例 と コン ピュー タ施 設

を整えた情 報教育が行われ る小 学校 の例 との違いな ど)。[鈴 木,1999:83・85]。

(2)こ こで用 い る公式統計 は、[国 家統計 局編,2000:8]、[国 家 統 計局 人口和社 会

科技統 計 司編,互999:383]、[遼 寧 省統 計局編,1999:30,48,237,239】 お よび

[瀋陽年鑑編集委員会編,2000:358,374]に よる。

(3)調 査地の選定 にあた って は、2000年3月 末 まで筆者 と同 じ大学院 ゼ ミに所属 して

いた、現在溜陽市在住の翁麗霞氏の協力 を得 た。

(4)そ れ ぞれの要素 について は[飯 田哲也,1999,201・205]を 参照の こ と。

(5)朝 日新 聞記 事 「「変 わ る土 地 観」広 が る格 差 中国 ・雲 南 使 用権 の 自由 化 と

人々」 よ り[朝 日新聞{朝 刊),2001.1.24:21]。

(6)例 えば トイ レの設置 状況 をみ ると遼寧 省都市 部 におい て も設置 率 は約7割 であ

り、農村 部においてすべて の設備 が整 っているとい うことは居住環境 の水準の 高 さ

を示 しているといえる[国 家統 計局人 口和社会科技統 計司編,1999:204-205]。

(7)こ れは全国的に もいえる ことで、農村部 の就 業人 口の約9割 が初級 中学 あるい は

それ以下の学歴 しか有 していない[国 家統 計局農村社会経済調査総隊,2000:35]。

(8)農 村にお ける老親扶養 のあ り方を検討す るため には、農村 に は 〈単位 〉制度 が な

い こと、 したが って 「退職」 とい う観念がな いことな ど、農村 と都 市の格差 の存在
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を考慮 す ることが重 要 とな る[聖 明 ・克倹,1997:61-64]。

(9)藩 陽市都 市部の家 計統 計(1998年)に よる と、住 民の一 人あた りの支 出は生 活用

品(265.0元)の ほ うが医療保健費(220.3元)よ りも多い[遼 寧省統 計局編,1999:

215]0

(10)王 偉 氏(中 国社会科学 院 日本研究所)に よる報告(「 中国農村 にお ける直系家 族

の世代 間 関係― 太倉 農村 面 接 調査 よ り」第10回 日本 家族 社 会 学会 大 会 自 由報 告

H.3,2000.9.8.於 東北学院大学)。

(11)「 フ ィー ド ・バ ック型」 とは、年 代の古 い世代F1(例 えば親 世代)が その下 の

世代F2(例 えば子世代)を 養 育 し、F2がF1を 扶養 し、F2が さらに その下 の

世代F3(例 えば孫世代)を 養育 し、F3がF2を 扶 養す る、 とい うよ うに下の世

代が上の世代に対 して フィー ド ・バ ックを行 う形式 の ことを指 す[費 孝通,横 山廣

子訳,1985:306]。
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